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４．典型的な相談内容
 相談内容としては、訴訟等の法律的な問題の確認、輸⼊差⽌申⽴等の措置の
申請先、無料相談が可能な専⾨機関の問い合わせ等が多い。

 また、並⾏輸⼊に関する相談（どのような場合に並⾏輸⼊が認められている
のか）も多数寄せられているほか、以下のような相談もよく受けている。
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中国における模倣品対策についての相談 意匠権を取得していない場合の
対応⽅法についての相談

（出典）経済産業省「模倣品・海賊版対策の相談業務に関する年次報告」（2019年6⽉）

○相談内容
中国の⼤⼿ECサイトにおいて、当社の商標を無断で使⽤し

た模倣品が流通しており、ブランドイメージに悪影響が出る
恐れがある。とりうる対応を教えてほしい。

○回答
中国における⼀般的な模倣品対策として、製造者や販売者

に対する製造・販売の差⽌めを求める警告状の送付や⺠事訴
訟の提起、あるいは、中国の取締当局に対する⾏政摘発の要
請などの⽅法が考えられます。
また、オンライン対策としては、ECサイトに対する削除申

請を地道に続けることが重要です。これらの模倣品対策をど
こまで⾏うかは、費⽤対効果の観点による検討が必要になり
ます。なお、特許庁では、中⼩企業を対象とした海外の模倣
品⼀部費⽤を助成する制度がありますので、活⽤をご検討く
ださい。

○相談内容
意匠権は取得していないが、当社製品の形態が国内競合他

社に模倣され、製造・販売されている。この場合は、製造・
販売をやめさせることは可能か。

○回答
⽇本において、他⼈の商品形態の模倣⾏為は不正競争防⽌

法により禁⽌されています。したがって、不正競争防⽌法違
反を根拠に販売の差⽌めを求めることが考えられますが、主
張できるのは模倣の対象となった商品が⽇本国内で販売開始
されてから３年以内に限定されるため、販売開始時期を確認
する必要があります。


